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令和４年度における青森県職業訓練実施計画 

令和４年４月１日 

                                  

第一 総則  

  

一 計画のねらい  

産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の

安定、労働者の地位の向上及び経済社会の発展を図るためには、これらによ

る業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させるとともに円滑な就

職に資するよう、労働者に対して適切な職業能力開発を行う必要がある。この

ため、都道府県、事業主等が行う職業能力開発に関する自主的な努力を尊重

しつつ、雇用失業情勢等に応じて、国が、職業能力開発促進法（昭和44年法

律第64号。以下「能開法」という。）第16条第１項の規定に基づき設置する公共

職業能力開発施設（以下「公共職業能力開発施設」という。）において実施する

職業訓練（能開法第15条の７第３項の規定に基づき実施する職業訓練（以下

「委託訓練」という。）を含む。以下「公共職業訓練」という。）及び職業訓練の実

施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成23年法律第47号。以

下「求職者支援法」という。）第４条第１項の規定により厚生労働大臣の認定を

受けた職業訓練（以下「求職者支援訓練」という。）の充実を図ることにより、労

働者の十分な職業能力開発の機会を確保する必要がある。  

本計画は、現下の雇用失業情勢等を踏まえ、本計画の対象期間（以下計 

画期間」という。）中における公共職業訓練及び求職者支援訓練（以下「公的

職業訓練」という。）の対象者数等を明確にし、計画的な公的職業訓練の実施

を通じて、職業の安定、労働者の地位の向上等を図るものである。また、公共

職業能力開発施設は、本計画を実施する際に、都道府県労働局、公共職業

安定所、地方公共団体等関係機関との連携を図り、効率的かつ効果的な公共

職業訓練の実施を図るものとする。  

 

二 計画期間  

計画期間は、 令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までとする。  

 

三 計画の改定  

本計画は、公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を

行うものとする。  

  

第二 労働市場の動向と課題等  

   

一 労働市場の動向と課題  
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近年、日本経済は緩やかな回復基調にあり、雇用情勢も着実に改善してい

たが、令和２年からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により戦

後最大の経済の落ち込みが生じており、今後も、同感染症の感染拡大が雇用

に与える影響により一層注意する必要がある。 

中長期的にみると、我が国は少子化による労働供給制約という課題を抱え

ている。こうした中で、我が国が持続的な経済成長を実現していくためには、多

様な人材が活躍できるような環境整備を進め、一人ひとりの労働生産性を高

めていくことが必要不可欠であり、そのためには、職業能力開発への投資を推

進していくことが重要である。 

企業が付加価値の高い分野、医療・情報通信分野等の今後成長が見込ま

れる分野への展開を図るために必要となる人材や、社会全体のデジタルトラン

スフォーメーション（ＤＸ）の加速化など急速かつ広範な経済・社会環境の変化

が生じ、また、新型コロナウイルス感染症の影響により多くの産業で非正規雇

用労働者に大きな影響が出ている中で、地域のニーズに合った人材の育成を

推進するためには、公共職業訓練のあり方を不断に見直し、離職者の再就職

の実現に資する公的職業訓練や、産業界や地域の人材ニーズに合致した在

職者の生産性の向上等、多様な職業能力開発の機会を確保・提供することが

重要である。  

特に、デジタル人材については、地方からデジタルの実装を進め、新たな変

革の波を起こし、地方と都市の差を縮めていくことで世界とつながる「デジタル

田園都市国家構想」の実現に向け政府全体が取り組む中で、その育成・確保

が重要かつ喫緊の課題となっている。令和３年12月28日に開催されたデジタル

田園都市国家構想実現会議において、内閣府特命担当大臣（デジタル田園都

市国家構想担当）から、公共職業訓練、求職者支援訓練、教育訓練給付にお

けるデジタル分野については、2024 年度の受講者７万人を確保することが示

されたことから、ＩＴ分野の資格取得を目指す訓練コースの訓練委託費等の上

乗せ措置などを活用し、すべての都道府県においてデジタル分野の訓練をより

一層推進する必要がある。 

若年者については、完全失業率が年齢計に比べて相対的に高水準で推移

し、フリーターの数については、令和２年で136万人と７年連続で減少している

一方、フリーターと同属性の35～44歳の層は平成24年以降50万人～60万人台

の水準で推移している。また、ニートである若年者もいまだ多い状況となってい

る。こうしたことから、今後の我が国の社会を支えていく若年者が職業能力を

高めることができるよう、若年者にとって良好な雇用機会の創出やその育成の

ための施策を重点的に実施する必要がある。あわせて、能開法第15条の４第

１項に規定する職務経歴等記録書（以下「ジョブ・カード」という。）を活用し、若

年者の職業能力向上を図り、安定的な雇用への円滑な移行を促進することが

重要である。  

また、いわゆる就職氷河期世代は、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行

った世代であり、現在、30代半ばから50代前半に至っている。その中には、
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様々 な課題に直面している者がおり、就職氷河期世代が抱える固有の問題

（希望する就業とのギャップ、実社会での経験不足等）や今後の人材ニーズを

踏まえつつ、個々人の状況に応じた支援が求められている。 

女性については、出産・子育ての時期にある年齢層の就業率が低い状況に

あり、女性の活躍を促進するため、出産等でキャリアを中断した女性の再就職

を支援することが重要である。  

高齢者については、人生100年時代を迎え、より長いスパンで個々人の人 

生の再設計が可能となる社会を実現するため、何歳になっても学び直し、職場

復帰、転職が可能となるリカレント教育を拡充していくことが求められている。

60歳を過ぎても多くの高齢者が就業しており、年齢に関わりなくいつまでも働き

続けたいという者も多い状況にある中で、政府としても70歳までの就業機会の

確保に向けて高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68

号）の改正により、高齢者就業確保措置に係る努力義務を新設したこと等を踏

まえれば、生涯現役社会の実現に向けて、高齢者の継続雇用や再就職に向

けた職業能力開発施策を一層充実させていくことが重要である。  

また、ものづくり現場を支える熟練した技能及びこれに関する知識が若年者

に円滑に継承されるよう、当該現場の戦力となる人材の育成を図るとともに、

デジタルトランスフォーメーション（DX）の加速化等を踏まえたＩＴ分野の訓練の

充実など、産業界や地域の人材ニーズに合わせて労働者の能力向上を図って

いくことが重要である。このため、公共職業能力開発施設においては、職業訓

練指導員を派遣する等、事業主等による職業能力開発を支援し、中小企業事

業主等の人材ニーズに対応した公的職業訓練を一層推進する必要がある。  

障害者については、ハローワークにおける新規求職申込件数が増加傾向 

にあり、障害者の障害特性やニーズに応じた就職が実現できるよう、一層の 

環境整備が求められるとともに、人生100年時代の到来による職業人生の長

期化を踏まえ、今後は雇い入れ後のキャリア形成支援を進めていく必要があ

る。また、障害者の福祉から雇用への移行を促進するため、障害者雇用促進

と障害者福祉施策が連携を図りつつ、個々の障害者の就業ニーズに即した職

業能力開発を推進し、障害者の職業の安定を図る必要がある。  

母子家庭の母、父子家庭の父、生活保護受給者（生活保護法（昭和25年法

律第144号）の規定により保護を受けている者をいう。）や生活困窮者（生活困

窮者自立支援法（平成25年法律第105号）第２条第１項に規定する生活困窮

者をいう。以下同じ。）については、就労による自立を支援することが重要であ

ることから、地方公共団体等福祉施策との連携により、職業能力開発を含めた

就労支援を推進することが必要である。  

 

 

二 令和３年度における公的職業訓練をめぐる状況  

令和３年度の新規求職者は令和３年12月末現在で46,966人であり、そのう

ち、求職者支援法第２条に規定する特定求職者に該当する可能性のある者の
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数は令和３年12月末現在で25,127人であった。  

そうした中、令和３年度の公的職業訓練の受講者数は、公共職業訓練（離

職者訓練）については、令和３年１２月末現在で、青森県（以下「県」という。）

1,050 人、独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構青森支部（以下「機構」と

いう。）158 人であり、求職者支援訓練については、令和３年１２月末現在で１９

１人であった。また、令和３年度の１２月末現在就職率は、公共職業訓練（離職

者訓練）の施設内訓練が県 12.1％、機構 93.6％、委託訓練（県のみ）77.3％、

求職者支援訓練の基礎コースが 71.1％、実践コースが 67.6％であった。  

注 求職者支援訓練については、平成２６年４月に開講した職業訓練コースから雇用保

険適用就職率を目標設定に用いている。  

注 施設内訓練・委託訓練は令和３年１２月末までの、求職者支援訓練の 基礎コース

及び実践コースは令和３年６月末までの訓練修了者等の訓練修了後３か月の就職

率である。在職者訓練の受講者数は、令和３年 12 月末現在で県 417 人、機構 292

人であり、学卒者訓練については、令和３年１２月末現在で県 255 人、機構 104 人で

あった。 

 

第三 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等  

離職者を対象とする公的職業訓練については、人材不足が深刻な分野、成長

が見込まれる分野等における人材育成に重点を置きつつ実施する。  

また、公的職業訓練が計画的かつ効果的に実施できるよう、引き続き、地域の

関係者が連携・協力関係を強化するための連絡・協議の場を設けるとともに、産

業界・教育訓練機関団体等の協力も得ながら、職業能力評価制度、民間教育訓

練機関における職業訓練サービスガイドライン等の更なる整備及び普及も進め

ていくこととする。  

さらに、オンラインによる訓練については、令和３年度から委託訓練についてオ

ンデマンド型によるオンライン訓練（以下「ｅラーニングコース」という。）の実施を

可能としたほか、令和２年５月からは公共職業訓練の全ての課程について、令和

３年２月からは求職者支援訓練について、同時双方型によるオンラインによる訓

練（以下「オンライン訓練」という。）の実施を可能とし、令和３年 10 月からは求職

者支援訓練についてもｅラーニングコースの実施を可能としたところであり、実施

状況や訓練効果等を踏まえながら、引き続きこれらの訓練の実施を推進していく

こととする。 

加えて、育児や介護等、多様な事情を抱える求職者等が、生活との調和を保

ちつつ職業訓練を受講できるよう、その実施期間や時間等について配慮し、短期

間・短時間の訓練コース、土日・夜間の訓練コース、オンライン訓練、ｅラーニング

コースなどの実施を推進していくこととする。特に、出産・育児を理由とする離職

者については、育児と職業訓練の両立を支援するため、託児サービス付き訓練

コースの設定を推進する。 

 

一 公共職業訓練（離職者訓練）の対象者数等  
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(1) 対象者数及び就職率に係る目標  

計画期間中に実施する離職者訓練の対象者数は、県 1,809 人、機構 274

人とする。離職者訓練の対象者数のうち、県 55 人、機構 274 人について

は、施設内訓練（公共職業能力開発施設内で実施する訓練をいう。以下同

じ。）として実施するものとする。施設内訓練のうち、30 人（機構のみ）につい

ては、企業実習と座学を一体的に組み合わせた訓練（以下「日本版デュアル

システム」という。）として実施するものとする。 

また、離職者訓練の対象者数のうち、1,754 人（県のみ）については、委託 

訓練として実施するものとする。委託訓練については、人材不足が深刻な建

設、保育、介護等の分野や、今後成長が見込める医療、情報通信、観光、

環境・エネルギー分野等において充実を図るものとし、その対象者数のうち、

15 人については実践的職業能力の付与が必要な者に対する日本版デュア

ルシステムとして、それぞれ実施するものとする。 

就職率は施設内訓練で 80％、委託訓練で 75％を目指す。      

 

(2) 離職者訓練の内容   

離職者訓練については、職業能力に係る労働力需給のミスマッチを解消

するため、知識の付与及び実習による技能の習得など、訓練の内容に応じ

た様々な民間教育訓練機関を活用した多様な職業能力開発の機会を都道

府県又は市町村が能開法第16条第１項又は第２項の規定に基づき設置す

る施設（障害者職業能力開発校を除く。）において実施する職業訓練との役

割分担を踏まえつつ提供し、地域における離職者等の多様な就業ニーズ及

び企業の人材ニーズに応じた支援を実施するものとする。  

施設内訓練として実施する職業訓練については、民間教育訓練機関では 

実施できないものづくり分野において実施しつつ、IoT技術等第４次産業革命

の進展に対応した職業訓練の実施にも取り組む。 

また、雇用のセーフティネットとして、出産・育児を理由とする離職者につい

ては、育児と職業訓練の両立を支援するため、短時間の訓練コース及び託

児サービス付き訓練コースの設定を推進する。あわせて、多様な民間教育

訓練機関等を活用し、育児中の女性等のリカレント教育に資する職業訓練

を実施し、早期就職を支援する。さらに、これまで能力開発の機会に恵まれ

なかった非正規雇用労働者等を対象とした、国家資格の取得等を目指す長

期の訓練コースについては、対象となる者の受講促進に努め、正社員就職

に導くことができる充実した訓練の実施を一層推進する。 

具体的には、長期高度人材育成コースを98人の枠で設定し、２年訓練とし

て、介護福祉士及び保育士のほか、理容師、美容師、栄養士、基本情報技

術者、１年訓練として調理師の国家資格を取得し正社員就職を目指す訓練

として、実施する。 

また、社会全体のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の加速的など急

速かつ広範な経済・社会環境の変化や人材の流動化に対応するため、デジ
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タル分野のおける人材を育成するための訓練、これから社会人として標準的

に習得を求められるＩＴ理解・活用力を習得する訓練、新型コロナウイルス感

染症の影響により人材確保がより困難となっている介護分野の訓練を推進

するほか、地域レベルのコンソーシアムにより開発した職業訓練の設定促進

を図る。 

 

(3) 効果的な離職者訓練の実施のための取組  

産業界及び地域の人材ニーズを把握し、訓練コースの見直しを行うものと 

する。離職者訓練の訓練コースのうち、定員の充足状況や修了者の就職実

績が低調なものについては、その原因の把握及び分析を行った上で、その

内容等の見直しを図るほか、当該離職者訓練の受講者に対し、公共職業安

定所との連携強化の下、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング

（能開法第 2 条第 5 項のキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。）、求人

情報の提供等の計画的な就職支援を実施する。  

また、安定的な雇用への円滑な移行を実現するためには、これまで以上

に高い職業能力が求められることから、就職の実現に必要とされる知識・技

能を習得するための長期間の訓練を積極的に設定することで、就職率の向

上を図るものとする。  

さらに、訓練修了前から就職まで一貫した支援のため、都道府県労働局と

都道府県の訓練実施機関等で受講者の就職状況等の共有を図り、訓練修

了時点で就職が決まらない可能性のある受講者に対しては、訓練修了前か

らハローワークに誘導するなど就職支援の徹底を図る。  

委託訓練については、就職実績に応じた委託費の支給を行うほか、都道

府県労働局、地方公共団体、労使団体等関係機関の協働により、産業界や

地域の人材ニーズに即した訓練カリキュラムの開発・検証等を推進すること

により、就職率の向上を図るものとする。 

 

二 公共職業訓練（在職者訓練）の対象者数等  

(1) 対象者数  

計画期間中に実施する在職者訓練の対象者数は、県640人、機構540人

とする。このほか、民間人材を活用した企業の生産性向上のための支援に

ついては650人を対象とする。 

(2) 在職者訓練の内容  

在職者訓練については、産業構造の変化、技術の進歩等による業務の変

化に対応する高度な技能及びこれに関する知識を習得させる真に高度な職

業訓練であって、都道府県等又は民間教育訓練機関において実施すること

が困難なものを実施するものとする。なお、第４次産業革命に対応してIoT 

技術等に対応した職業訓練の実施に取り組む。 

また、能開法第15条の７第１項第４号に規定する職業能力開発促進セン

ター（ポリテクセンター）等に設置した生産性向上人材育成支援センターによ
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る在職者訓練のコーディネートや生産性向上に必要な生産管理、IT利活用

等を習得するための事業主支援等を行う。特に、令和４年度においては、生

産性向上人材育成支援センターにＤＸ人材育成推進員を新たに配置すると

ともに、ＤＸに対応した訓練コースを拡充し中小企業等のＤＸ対応に係る人材

育成支援を促進する。併せて、70 歳までの就業機会の確保に向けた中高

年齢者に対する訓練を実施する。 

(3) 効果的な在職者訓練の実施のための取組  

地域の中小企業事業主等の人材ニーズを把握した上で、真に必要とされ

ている在職者訓練の訓練コースの設定を行うとともに、個々の中小企業事

業主等の具体的なニーズに即した実施方法等により行うものとする。   

 

  三 公共職業訓練（学卒者訓練）の対象者数等  

 (1) 対象者数  

計画期間中に実施する学卒者訓練の対象者数（Ｒ４入校者数定員）は、

県 200 人、機構 65 人とする。学卒者訓練の対象者数のうち、機構 130 人

（機構のみ）については専門課程による公共職業訓練として、200 人（県の

み）については普通課程による公共職業訓練として、それぞれ実施するもの

とする。        

（2) 学卒者訓練の内容  

学卒者訓練については、新規高等学校卒業者等を対象に、ものづくりの

現場の戦力となる高度な実践技能者の育成を図るため、職業に必要な技能

及びこれに関する知識を習得させることを目的とした比較的長期間の公共

職業訓練を実施するものとする。なお、第４次産業革命の進展に対応するた

め、特に、ロボット技術を活用した生産システムの構築、運用管理等ができ

る人材を養成するための職業訓練の実施にも取り組む。  

 (3) 効果的な学卒者訓練の実施のための取組  

産業界及び地域の人材ニーズを把握し、訓練コースの見直しを行うもの 

とする。学卒者訓練の訓練コースのうち、定員の充足状況や修了者の就職

実績が低 調なものについては、その原因の把握及び分析を行った上で、そ

の内容等の見直しを図るものとする。また、低所得世帯の者に対し、経済的

負担を軽減することにより、職業に必要な技能・技術・知識を習得する機会

の強化を図るため、学卒者訓練における支援措置を実施する。 

 

四 障害者等に対する公共職業訓練の対象者数等  

(1) 対象者数及び就職率に係る目標  

計画期間中に実施する障害者等に対する公共職業訓練の対象者数は、80

人（県のみ）とする。障害者等に対する公共職業訓練の対象者数のうち、40 人

については、委託訓練として実施するものとする。また、就職率は施設内訓練

で 70％、委託訓練で 55％を目指す。   

 (2) 障害者等に対する公共職業訓練の内容  
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障害者職業能力開発校においては、精神障害者を始めとする職業訓練上

特別な支援を要する障害者を重点的に受け入れて、個々の受講者の障害の

特性等に応じた公共職業訓練を一層推進するものとする。  

また、都道府県が能開法第16条第１項の規定に基づき設置する職業能力

開発校において、精神保健福祉士等の配置、精神障害者等の受け入れに係

るノウハウの普及や対応力の強化に取り組むことにより、精神障害者等を受け

入れるための体制整備に努める。  

さらに、民間企業等に対して委託する障害者委託訓練の設定については、

就職に結びつきやすい実践能力習得訓練コースの訓練期間の柔軟化や、精

神障害者向けの訓練コース設定を促進しつつ、委託元である都道府県が関係

機関と連携を図り、対象となる障害者の確保、法定雇用率が未達成である企

業や障害者の雇用の経験の乏しい企業を含めた委託先の新規開拓に取り組

む。また、障害者委託訓練のうち知識・技能習得訓練コースにおいて、職場実

習機会を付与した場合や就職した場合の経費の追加支給を実施するなど、訓

練内容や就職支援の充実を図りながら、引き続き推進するものとする。 

 (3) 障害者に対する効果的な公共職業訓練の実施のための取組  

障害者の就業ニーズ及び企業の人材ニーズを踏まえ、訓練コースの見直し

を行うものとする。障害者に対する公共職業訓練の訓練コースのうち、定員の

充 足状況や修了者の就職実績が低調なものについては、その原因の把握及

び分析を行った上で、その内容等の見直しを図るほか、当該公共職業訓練の

受講者に対し、公共職業安定所等との連携強化の下、当該公共職業訓練の

開始時から計画的な就職支援を実施し、就職率の向上を図るものとする。  

また、地域における雇用、福祉、教育等の関係機関と連携を図りながら職 

業訓練を推進するとともに、平成 28 年７月に取りまとめた「職業能力開発施設

における障害者に対する職業訓練の在り方について」（障害者職業能力開発

校の在り方に関する検討会報告書）を踏まえた取組を推進する。    

 

五 求職者支援訓練の対象者数等  

 (1) 対象者数及び就職率に係る目標  

計画期間中に実施する求職者支援訓練の対象者数は、新型コロナウイル

ス感染症の影響の長期化が懸念されることから、非正規雇用労働者自営廃業

者等の雇用保険の基本手当を受けることができない者に対する雇用のセーフ

ティネットとしての機能が果たせるよう、４８６人に訓練機会を提供するため、訓

練認定規模８１０人を上限とする。  

また、雇用保険適用就職率は、基礎コースで 58％、実践コースで 63％ を

目指す。      

(2) 求職者支援訓練の内容  

求職者支援訓練については、基礎的能力を習得する職業訓練（基礎コ ー

ス）及び実践的能力を習得する職業訓練（実践コース）を設定する。 

その際、デジタル分野等の成長分野や新型コロナウイルス感染症の影響に
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より人材確保がより困難となっている介護等の分野・職種に重点を置くととも

に、地域における産業の動向及び求人ニーズを踏まえたものとする。育児中の

女性等で再就職を目指す者、未就職のまま卒業することとなった新規学卒者、

コミュニケーション能力等の課題を有する生活困窮者、さらには短時間労働者

等不安定な就労者、就職氷河期世代の者のうち不安定な就労に就いている者

や無業状態の者など、対象者の特性・訓練ニーズに応じた職業訓練の設定に

も努めるとともに、地域間の調整を効率よく実施するために、「地域優先枠」を

設定する。設定地域は青森地域（青森、むつ安定所管轄）、八戸地域（八戸安

定所管轄）、上十三地域（野辺地、三沢、十和田安定所管轄）、津軽地域（弘

前、五所川原、黒石安定所管轄）とする。 

２９年度に検証訓練としてコンソーシアム事業で実施した分野（旅行・観光、

販売）のうち、販売分野について「地域ニーズ枠」を専用枠として設定する。   

(3)求職者支援訓練の実施計画 

求職者支援訓練の実施計画については、分野、地域、実施時期等について

公共職業訓練の実施計画と一体的に調整した上で、計画することとする。 

 

訓練認定規模は、次のとおりとする。  

 

イ  基礎コース      330 人 

うち青森地域（地域優先枠） 120 人 

うち八戸地域（地域優先枠） 90 人 

うち上十三地域（地域優先枠） 60 人 

うち津軽地域（地域優先枠） 60 人 

ロ 実践コース      480 人 

うち介護系           96 人 

うち青森地域（地域優先枠） 25 人 

うち八戸・上十三地域（地域優先枠） 41 人 

うち津軽地域（地域優先枠） 30 人 

うち医療事務系      45 人 

うち青森地域（地域優先枠） 30 人 

うち八戸・上十三地域（地域優先枠） 15 人 

うちデジタル系       97 人 

青森県内全域                         97 人 

うちその他の分野    227 人 

うち青森地域（地域優先枠） 100 人 

うち八戸地域（地域優先枠） 82 人 

うち上十三地域（地域優先枠） 45 人 

うち地域ニーズ枠      15 人 

うち旅行・観光分野専用枠 0 人 

うち販売分野専用枠 15 人 
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※地域優先枠で認定コース定員が認定上限値を下回った人数（以下、

余剰定員という。）が発生した場合には、他の地域で余剰定員の余

剰定員の活用も可とする。 

 

求職者支援訓練は、地域職業訓練実施計画に則して、１か月ごとに認定枠

を示し、４半期ごとに認定する（地域職業訓練実施計画で定めたコース別・分

野別の訓練実施規模を超えては認定しない。）ものとする。 

また、求職者支援訓練のうち、次の値を上限として地域職業訓練実施計画

で定めた割合以下の範囲で求職者支援訓練に新規参入となる職業訓練を認

定する。 

イ 基礎コース 各月計画数全体の 30％ 

ロ 実践コース 各月計画数全体の 30％ 

※新規参入枠は、各コース各月計画数全体の３０％が 10 人未満の場合には 10

人に切り上げることとする。 

※実践コースについては各月の地域ニーズ枠を除いた全分野を合算して共有の

枠とする。 

 

申請対象期間の設定数を超える認定申請がある場合は、次のとおり認定す

るものとする。 

イ 新規参入枠については、職業訓練の案等が良好なものから認定する。 

ロ イ以外については、求職者支援訓練の就職実績等が良好なものから 

認定するものとする。 

余剰定員が生じた場合は、次のとおり活用するものとする。 

イ  認定申請が少ないことにより、実践コースにおいて設定された訓練分 

野（介護系、医療事務系、デジタル系）に余剰定員が発生した場合は、「そ

の他の分野」に余剰定員を振り替える。       

ロ 新規枠で設定枠以上の認定申請があり、実績枠で余剰定員がある場 

合は、新規枠へ余剰定員を振り替える。（第 4 四半期を除いて、基礎コー

スと実践コース間での余剰定員の振替は行わない） 

ハ 繰り越した余剰定員については、第 4 四半期において、基礎コースと実

践コース間の振替や、実践コースの他分野への振替を可とする。 

 

第四 公的職業訓練の実施に当たり留意すべき事項等   

 一 関係機関の連携  

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の加速化など、急速かつ広範な経済・

社会環境の変化に対応するためには、産業界及び地域のニーズを踏まえた効

果的な公的職業訓練を実施する必要がある。  

このためには、国及び都道府県の関係行政機関はもとより、地域の訓練実

施機関の団体、労使団体等の幅広い理解・協力のもと、公的職業訓練全体の

訓練規模、分野及び時期において公的職業訓練の機会及び受講者を適切に
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確保するとともに、訓練カリキュラム等の見直しも含め、訓練の実施結果や地

域の人材ニーズを踏まえた改善のための不断の取組を行うことが必要であり、    

令和４年度においても、関係者の連携・協力の下に、地域の実情を踏まえた、

計画的で実効ある職業訓練の推進に資することとする。        

青森県においては、必要に応じ、地域の産業ニーズを踏まえて訓練内容の

検討を行うワーキングチームを、青森労働局、青森県、独立行政法人高齢・障

害・求職者雇用支援機構青森支部の三者により開催する。 

また、公共職業能力開発施設は、公共職業訓練を実施するに当たっては、

都道府県労働局、公共職業安定所、地方公共団体、労使団体等関係機関に

より構成される協議の場を活用し、人材ニーズに応じた効果的な職業訓練が

質及び量の両面において十分に実施されるよう検討、協議及び必要な調整を

行うものとする。  

さらに、公共職業能力開発施設は、青森労働局及び各公共職業安定所と連

携し、公共職業訓練の受講者の就職支援を実施するものとする。    

 

二 公的職業訓練の受講者の能力及び適性に応じた公的職業訓練の実施  

ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングなど、労働者のキャリア形

成に資する情報提供及び相談援助を行い、公的職業訓練の受講者の能力及

び適性に応じた公的職業訓練を実施するものとする。 

このほか、公的職業訓練におけるジョブ・カードを活用したキャリアコンサル

ティングの着実な実施等に資するため、関係機関とも連携の上、説明会等の

様々な機会を活用して、周知を図るものとする。         


